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平成３１年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
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（通則） 

第１条 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Ｚ

ＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）の交付については、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」

という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令

第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）、その他の法令、二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅に

おける低炭素化促進事業）交付要綱（平成３０年３月１９日付け環地温発第１８０３１

９２８号。以下「交付要綱」という。）及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥ

Ｈ）化等による住宅における低炭素化促進事業実施要領（平成３１年３月１９日付け環

地温発第１８０３１９２９号。以下「実施要領」という。）の規定（以下「法令等」と

いう。）によるほか、この規程の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この規程は、実施要領の規定に基づき、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以

下「ＳＩＩ」という。）が行う間接補助金（以下「補助金」という。）を交付する事業の

手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第２条の目的の

達成に資することを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 ＳＩＩは、補助金の趣旨に則り、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正

味でゼロとなることを目指した住宅（以下「ＺＥＨ」という。）となる戸建住宅

を新築する、新築建売住宅のＺＥＨを購入する、あるいは既存戸建住宅をＺＥＨ

へ改修する事業、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを

目指した集合住宅（以下「ＺＥＨ-Ｍ」という。）となる高層集合住宅を新築す

る事業、ＺＥＨとなる戸建住宅に低炭素化に資する素材（ＣＬＴ：直交集成板）

を構造耐力上主要な部分のうち、壁、床、屋根版に使用する事業、又は先進的な

再生可能エネルギー熱利用技術（地中熱利用技術、太陽熱利用技術）を活用する



 

 

事業（以下「先進的再エネ熱等」という。）、ＺＥＨとなる戸建住宅に蓄電池を

導入する事業（以下「補助事業」という。）を行おうとする者に対し、補助事業

の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象としてＳＩＩが認める経費（以下

「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付するものと

する。 

ただし、様式第１交付申請書の別紙による「暴力団排除に関する誓約事項」及び

誓約書（以下「誓約事項」という。）に記載されている事項に該当する者が行う

事業は、本補助金の交付対象としない。 

２ 補助対象経費の区分、補助金額及び補助金の上限額は別表のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１による

交付申請書をＳＩＩに提出しなければならない。 

 

（変更交付申請） 

第５条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交

付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合

には、速やかに様式第２による変更交付申請書をＳＩＩに提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第６条 ＳＩＩは、第４条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書

の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交

付の決定の内容を変更すべきものと認めたときは、交付決定又は変更交付決定を行い、

様式第３による交付決定通知書又は様式第４による変更交付決定通知書を申請者に送

付するものとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、

実施に関する契約を締結しなければならない。 

二 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競

争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付する

ことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によるこ

とができる。 

三 次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ様式第５による計画変更承認

申請書をＳＩＩに提出し、その承認を受けなけばならない。 

（ア） 別表の補助対象経費の区分に示す補助事業に要する経費の配分を変更し

ようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の１５パーセント

以内の変更を除く。 

（イ） 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更である場合を除く。 



 

 

なお、補助金の額に変更を伴う場合は、第５条に定める手続によるものとする。 

四 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、様式

第６による中止（廃止）承認申請書をＳＩＩに提出して承認を受けなければな

らない。 

五 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合には、速やかに様式第７による遅延報告書をＳＩＩに提

出して、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が

当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期

日後２ヶ月以内である場合はこの限りでない。 

六 補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割等により補助事

業者の名称又は住所の変更が生じたときは、遅滞なくＳＩＩに報告しなければ

ならない。 

七 ＳＩＩは、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認

めるときは、補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは

指導し、又は報告を求めることができる。 

八 ＳＩＩは、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると

認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の

完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又

は一部に相当する金額をＳＩＩに納付させることができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、第６条の交付の決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容

又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該

通知を受けた日から起算して１５日以内に書面をもってＳＩＩに交付申請の取下げを

申し出なければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。）し

たときは、その日から起算して３０日を経過した日又はＳＩＩが別に定める期日のいず

れか早い日までに様式第８による完了実績報告書をＳＩＩに提出しなければならない。 

２ 補助事業の実施期間内において、国の会計年度（毎年４月１日から翌年の３月３１日

までの期間）が終了したときに、ＳＩＩより様式第９による年度終了実績報告書の提出

を求められた場合は、ＳＩＩが定める期日までに提出しなければならない。 

 

（補助事業の承継）                                                         

第１０条 ＳＩＩは、補助事業者について事業の期間中に、相続、法人の合併又は

分割等により補助事業を行う者が変更される場合において、もしくは契約により

管理組合や入居者等に所有権移転がおこなわれる場合において、その変更により

事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、様式第１

０による補助事業承継承認申請書を提出させることにより、その者が補助金の交



 

 

付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことがで

きる。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 ＳＩＩは、第９条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の

決定の内容（第７条第三号に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。）

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、

様式第１１による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

２ ＳＩＩは、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納

付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 （補助金の支払） 

第１２条 補助金は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払

うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１２

による精算払請求書をＳＩＩに提出しなければならない。 

 

（交付決定の解除等） 

第１３条 ＳＩＩは、第７条第四号による補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃

止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第６条第１項の交

付の決定の全部又は一部を解除することができる。ただし、第四号の場合において、補

助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。 

一 補助事業者が、法令等若しくは本規程に基づくＳＩＩの指示等に従わない場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行する

ことができない場合（補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

２  ＳＩＩは、前項の解除を行った場合は、既に当該解除に係る部分に関し補助金が交付

されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 

３  前項に基づく補助金の返還については、第１１条第３項の規定を準用する。 

 

（翌年度における補助事業の開始）  

第１４条 補助事業者は、複数年度計画の補助事業のうち翌年度における補助事業につい

て、翌年度の交付決定の日の前日までの間において当該補助事業を開始する必要がある場



 

 

合は、ＳＩＩに報告し、その承認を受けなければならない。 
 

（加算金の計算） 

第１５条 ＳＩＩは、加算金を徴収する場合、当該補助金（その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年利１０．９５パーセン

トの割合で計算した加算金を徴収するものとする。 

２ ＳＩＩは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求

した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額

に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第１６条  ＳＩＩは、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付

額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎とし

て当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。 

２ 前条第２項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。 

 

（状況の報告） 

第１７条 補助事業者は、事業完了後２年間、当該補助金により取得した設備及び住宅（以

下「取得財産」という。）の性能等に関して、ＳＩＩが別に指定する定期報告書を提出

しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の定期報告を停止するときは、様式第１３による定期報告停止申

請書によってＳＩＩに報告し、その承認を受けなければならない。 

 

（取得財産の管理等） 

第１８条 補助事業者は、取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管

理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について様式第１４による取得財産等管理台帳を備え、

管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、様式第１５による取得財産等

明細表を第９条第１項に定める完了実績報告書に添付して提出するものとする。 

ただし、補助事業者が個人であり、かつ、補助対象戸建住宅の建築主又は購入者（購入

予定者）である場合は、この限りでない。 

３ ＳＩＩは、補助事業者が取得財産を処分することにより、収入があり又は収入がある

と認められるときは、その収入の全部又は一部をＳＩＩに納付させることができるもの

とする。 

４ ＳＩＩは、第３項の補助金の返還については、期限を設けて返還の請求を行い、期限

内に納付がない場合は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利５パ

ーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（財産処分の制限等） 



 

 

第１９条 取得財産のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価

５０万円以上の機械、器具、備品その他の財産とする。 

２ 取得財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘案して、ＳＩＩ

が別に定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得

財産を処分しようとするときは、あらかじめ様式第１６による財産処分承認申請書をＳ

ＩＩに提出し、その承認を受けなければならない。 

４ ＳＩＩは、前項の承認をする場合においては、必要な条件を付することができるもの

とする。 

５ 前条第３項の規定は、第４項の承認をする場合において準用する。 

６ 第２項の規定により定められた期間を経過した取得財産を処分することにより補助事

業者が得た収入については、前条第３項の規定は適用しない。 

７ 補助事業者は、第２項で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した

温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジットとして認証を受けたものは、当該Ｊ

－クレジットを移転又は無効化してはならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第２０条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した

上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常にその収支を明らかにしておかなければな

らない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の中止

若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後５年間、ＳＩＩの要求があったと

きは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２１条 ＳＩＩは、申請者及び補助事業者がこの規程に従ってＳＩＩに提出する各種申  

 請書類及び経理等の証拠書類等については、補助金の交付のための審査及び補助金の額 

 の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用す 

 るとともに、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２２条 補助事業者は、誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、

交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

 

（その他） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、Ｓ

ＩＩが別に定める。 

 

 



 

 

   附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   

 



 

 

 （別表）平成３１年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）補助対象経費の区分、

補助金額及び補助金の上限額 

補助対象経費の区分 
内容 

補助金額及び 

補助金の上限額 

ネット・ゼ

ロ・エネル

ギー・ハウ

ス 

ＺＥＨの要

件を満たす

戸建住宅 

設備費 
補助事業の実施に必要な設備、建築

材料の購入に要する経費 定額 

（７０万円） 

工事費 
補助事業の実施に必要な 

工事に要する経費 

蓄電 

システム 
設備費 蓄電システムの購入経費 

初期実効容量１ｋＷｈあたり

２万円。ただし、補助対象経費

の１／３又は２０万円のいず

れか低い額を上限とする。 

ただし算出された額に１，００

０円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものと

する。 

高層ＺＥＨ

－Ｍ（ゼッ

チ・マンシ

ョン） 

ＺＥＨ－Ｍ

の要件を満

たした高層

住宅 

設計費 

補助事業の実施に必要な建築設計、

設備設計、省エネルギー性能の表示

に係る経費 

補助対象経費の１／２（平成３

０年度から継続して実施する

事業の場合は２／３）を乗じて

得た額を上限とする。 

ただし算出された額に１，００

０円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものと

する。 

設備費 
補助事業の実施に必要な設備、建築

材料の購入に要する経費 

工事費 
補助事業の実施に必要な工事に要

する経費 

先進的再エ

ネ熱等 

ＺＥＨの要

件を満たし

た戸建住宅

に導入す

る、低炭素

化に資する

素材又は、

先進的な再

エネ熱利用

技術を活用

した設備又

は、蓄電シ

設備費 
補助事業の実施に必要な設備、建築

材料の購入に要する経費 

１. 直交集成板（ＣＬＴ） 

定額（９０万円） 

２. 地中熱ヒートポンプ・シス

テム 定額（９０万円） 

３. ＰＶＴシステム 

・液体式 パネル面積５㎡

以上８㎡未満 定額（６５

万円） 

パネル面積８㎡以上 定

額（８０万円） 

・空気式 定額（９０万円） 

４. 液体集熱式太陽熱利用シ

ステム 



 

 

ステム 

工事費 
補助事業の実施に必要な工事に要

する経費 

・パネル面積４㎡以上６㎡

未満 定額（１２万円） 

・パネル面積６㎡以上 定

額（１５万円） 

５. 蓄電システム 

経済産業省が実施するＺ

ＥＨ＋実証事業において

蓄電システムを導入する

場合に限る。初期実効容量

１ｋＷｈあたり２万円。た

だし、補助対象経費の１／

３又は２０万円のいずれ

か低い額を上限とする。算

出された額に１，０００円

未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるも

のとする。ただし、設備費

のみとし、工事費は対象外

とする。 

※申請代行手数料及び消費税は、補助対象としない。 



 

 

交付規程様式等 

様式第１  交付申請書（第４条関係） 

様式第２  変更交付申請書（第５条関係） 

様式第３  交付決定通知書（第６条関係） 

様式第４  変更交付決定通知書（第６条関係） 

様式第５  計画変更承認申請書（第７条関係） 

様式第６  中止（廃止）承認申請書（第７条関係） 

様式第７  遅延報告書（第７条関係） 

様式第８  完了実績報告書（第９条関係） 

様式第９  年度終了実績報告書（第９条関係） 

様式第１０ 補助事業承継承認申請書（第１０条関係） 

様式第１１ 交付額確定通知書（第１１条関係） 

様式第１２ 精算払請求書（第１２条関係） 

様式第１３ 定期報告停止申請書（第１７条関係） 

様式第１４ 取得財産等管理台帳（第１８条関係） 

様式第１５ 取得財産等明細表（第１８条関係） 

様式第１６ 財産処分承認申請書（第１９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１ 交付申請書     
番     号  
年  月  日 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     申請者   住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等     

     生年月日  年 月 日 

     

     共同申請者  住 所 

                   法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             会社名等 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

交付申請書 

 

 平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化

等による住宅における低炭素化促進事業）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅にお

ける低炭素化促進事業）交付規程第４条の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交

付要綱第３条に基づく国庫補助金に係る交付の申請をします。 

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び交付規程の定めるところに従うこと

を承知の上、申請します。 

 

記 

１.申請する補助事業 

２.補助事業の名称 

３.補助事業の実施計画（別紙による） 

４.補助金交付申請予定額 

５.事業予定期間 

(1) 着手予定年月日 

(2) 完了予定年月日 

（複数年度申請の場合、最終事業完了予定日も記入） 

 

（注）この申請書には、以下の書面を添付すること。 

   役員名簿（別紙１）            

   暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）                                   

   交付申請に関する誓約書（別紙３）   

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 



 

 

様式第２ 変更交付申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     申請者   住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                   法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             会社名等 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

変更交付申請書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第５条の規定

に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に係る補助事

業の変更交付について申請します。 

 

 

記 

 

１．交付決定を受けた補助事業名 

２．補助変更申請額 

３．変更の理由 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３ 交付決定通知書 
  番     号  
年  月  日 

     宛 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事   

 

 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

交付決定通知書 

 

 申請のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化に

よる住宅における低炭素化促進事業）交付規程第６条の規定に基づき受理し、交付を決定しましたので通知し

ます。 

また、交付規程様式第１ 別紙２「暴力団排除に関する誓約事項」及び別紙３「誓約書」に記載されている事

項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはせず、誓約事項に違反した場合は、交付決定

を取り消すものとします。 

 

 

記 

 

交付決定を受けた補助事業名                              

交 付 決 定 番 号                                

交  付  決  定  日            年      月       日 

交付決定通知が手元に届いてから事業に着手すること。 

 

補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、下記のとおりとする。 

補助対象経費の区分 補助事業に要する経費 補助対象経費 補助率 補助金の額 

     

計     

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 



 

 

様式第４ 変更交付決定通知書 
番     号  
年  月  日 

     宛 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事   

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

変更交付決定通知書 

 

  変更交付申請のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Ｚ

ＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第６条の規定に基づき、以下のとおり変更すること

を決定したので通知します。 

 

記 

 

 

１． 変更交付決定を受けた補助事業名 

２． 交付決定番号 

３．変更後の金額 

４．変更申請の取下げ期限 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５ 計画変更承認申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             法人名又は氏名 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

計画変更承認申請書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第７条第三号

の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に係る

補助事業の計画変更の承認を得たく申請します。 

 

 

記 

 

１．補助事業の名称 

２．変更の内容 

３．変更の理由 

４．変更が補助事業に及ぼす影響 

５．変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額（別紙） 及び算出根拠 

 

 

（注）以下の場合も含めてこの様式に準じて申請すること。 

   (1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

   (2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。 

     ただし、各配分額のいずれか低い額の１５パーセント以内の範囲内で変更する場合を除く。 

   (3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 



 

 

様式第６ 中止（廃止）承認申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             法人名又は氏名 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

中止（廃止）承認申請書 

 

    年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第７条第

四号の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に

係る補助事業の交付申請の中止（廃止）を申請します。 

 

 

記 

 

１．交付決定を受けた補助事業名  

２．補助金申請予定額 

３．理由 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第７ 遅延報告書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             会社名等 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

遅延報告書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事

業）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第７

条第五号の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金

に係る補助事業の遅延について報告します。 

 

 

記 

１．補助事業の名称 

２．遅延の原因及び内容 

３．遅延に係る金額  

４．遅延に対して採った措置 

５．遅延が補助事業に及ぼす影響 

６．補助事業の遂行及び完了予定日 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第８ 完了実績報告書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             会社名等 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

完了実績報告書 

 

    年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第９条の

規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に係る補

助事業の完了を報告します。 

 

 

記 

 

１.補助事業者情報 

２.ＺＥＨビルダー/プランナー又はＺＥＨデベロッパー情報 

３.補助対象住宅施工者情報 

４.事業期間 

５.補助金の補助率、交付決定額及び交付決定年月日 

６.補助事業の収支決算（別紙収支明細表） 

７.共同申請者（リース事業者等） 

８.手続代行担当者 

９.補助事業の実施に係る契約先 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 



 

 

様式第９ 年度終了実績報告書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

      手続代行者  住 所 

             会社名等 

     代表者名等    印 

 

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

年度終了実績報告書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第９条第２項

の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．実施した補助事業 

（１）補助事業の名称 

（２）補助事業の内容 

（３）補助事業の効果 

２．補助金の交付決定額及び交付決定年月日 

３．補助事業の収支決算 

別紙明細表のとおり 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１０ 補助事業承継承認申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

            

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

補助事業承継承認申請書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第１０条の規

定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に係る補助事

業の承継承認の届出を申請します。 

 

記 

 

１．承認申請をする補助事業名 

２．旧補助事業者 

３．新補助事業者 

４．補助事業者の地位を承継する理由 

５．補助事業者の地位を継承する予定日 

６. 交付決定通知の日付及び番号 

７. 交付決定通知書に記載された補助金の額 

８. 既に交付を受けている補助金の額 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１ 交付額確定通知書 

 

   番     号  
年  月  日 

     宛 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事   

      

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

交付額確定通知書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第１１条の規

定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金を付すること

に決定したので通知します。 

 

記 

 

交付決定を受けた補助事業名        

確 定 番 号          

補 助 金 交 付 確 定 額                     円  

 

 

１ 補助金の対象となる事業の内容は、補助事業実績報告書に記載されたとおりとする。 

２ 一般社団法人 環境共創イニシアチブは、交付規程第１１条の規定に基づき、提出された補助事業実績報

告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を実施し、交付すべき補助金の額を確定し通知する。 

３ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号。以下「適

正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和３０年政令第２５５号)及び

交付規程の定めるところに従わなければならない。なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の

措置が講じられ得ることに留意すること。 

（１） 適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則。 

（２） 相当の期間補助金等の全部又は一部の交付を行わないこと。 

（３） 一般社団法人 環境共創イニシアチブの所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。 

（４） 補助事業者等の名称及び不正内容の公表。 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 



 

 

様式第１２ 精算払請求書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

            

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

精算払請求書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業

費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要

綱第３条に基づく国庫補助金精算払を受けたいので、平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第１２条第２項の規定に基

づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１．補助事業の名称 

２．精算（概算） 払請求金額  

３．請求金額の内訳（別紙） （概算払の請求をするときに限る。） 

４．概算払を必要とする理由（概算払の請求をするときに限る。） 

５．振込先 （金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義） 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１３ 定期報告停止申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     

            

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

定期報告停止申請書 

 

    年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第１７条

第２項の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金

に係る補助事業の定期報告停止の届出を申請します。 

 

記 

 

１.補助金確定通知を受けた補助事業名 

２.報告停止期間 

３.報告停止の理由 

４.今後の見込み 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１４ 取得財産等管理台帳 

 

取得財産等管理台帳 

年度 

（単位：円） 

区分 

 

財産名 
規格 数量 単価 金額 取得年月日 保管場所 備考 

        

 

（注） 

１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第１８条第２項に定める処分制限額

以上の財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）（ア）に掲げるものの従物、（ウ）車両及び運搬具、工具、器具

及び備品、機械及び装置、（エ）無形資産、（オ）開発研究用資産、（カ）その他の物件とする。 

３. 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

４. 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１５ 取得財産等明細表 

 

取得財産等明細表 

年度 

（単位：円） 

区分 

 

財産名 
規格 数量 単価 金額 取得年月日 保管場所 備考 

        

 

（注） 

１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第１８条第２項に定める処分制限額 

以上の財産とする。 

２．財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）（ア）に掲げるものの従物、（ウ）車両及び運搬具、工具、器具

及び備品、機械及び装置、（エ）無形資産、（オ）開発研究用資産、（カ）その他の物件とする。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１６ 財産処分承認申請書 
番     号  
年  月  日 

 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 

      代 表 理 事  殿 

 

     補助事業者  住 所 

         法人名又は氏名    印 

     代表者名等    

  

     

     共同申請者  住 所 

                           法人名又は氏名 

         代表者名等    印

       

            

平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業） 

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業） 

財産処分承認申請書 

 

   年  月  日をもって交付決定（交付決定番号）のあった平成  年度 二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業）（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化による住宅における低炭素化促進事業）交付規程第１９条第３

項の規定に基づき、以下のとおり環境省からの二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業交付要綱第３条に基づく国庫補助金に係

る財産処分の承認を申請します。 

記 

 

１．補助金確定通知を受けた補助事業名 

２．処分方法 

３．処分の予定期日 

４．処分の理由 

５．処分の条件 

 

 

（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。 

 


